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温暖化防止うらやす  平成３０年度総会議案書 

 

1.日時   平成３０年５月１７日（木） １５：００～１６：３０ 

 

2.場所   浦安市市民活動センター 会議室 

 

3.総会次第              

1)代表挨拶 

2)議長選出                   

3)議事 

 第 1号議案 平成２９年度事業報告         

 第 2号議案 平成２９年度会計報告及び監査報告  

  第 3号議案 平成３０年度事業計画     

 第 4号議案 平成３０年度予算       

 第 5号議案 その他   

・役員選任            

・その他 

4)閉会 

                            

 

 

地球環境はこのままでは取り返しがつかないことになっていくことが分かってきました。自分たちの

作ったツケを子や孫に回さないために、それぞれが自分のできることをやっていくことが大切です。 

地球温暖化は間違いなく起こっており、その原因は人為的なもので、ＣＯＰ２1で締結された「パリ協

定」で全世界が協力して２℃未満(1.5℃)を目標として達成計画を立て実行する約束をしました。 

環境省のパリ協定を受けたアクションプランは中長期的には、今までの技術ではなくイノベーション

で全く発想を変えた技術・投資で未来を創ろうしていますが、まずは自分たちのできること、地域でで

きることをやるから始めるとしています。当面、環境省は『COOL CHOICE』を中心に展開すると思われ

ます。 

 温暖化防止うらやすは、千葉県温暖化防止推進員を中心に広く環境保全活動に関心ある浦安市民が会

員となって『ゆるやかな運営』を基本として『浦安市地域における地球温暖化防止活動に関し、地方自

治体、各種団体、企業、市民などとの連携により、その推進と普及を図る』という会の目的を果たすた

めに、『温暖化防止と地域における環境問題』をテーマに活動を行っています。 

 温暖化防止うらやすができることを、みなさんと共に考え、一歩進んだ行動をしたいと思います。 
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第 1号議案 平成 29年度事業報告 

 

① 定例会 

会の運営の検討及び進捗確認と会員相互の情報交換を行うために定例会を開催。 計 6回 

   4月 20日 (木) 29年度総会 終了後懇親会        （出席者１４名）  

   6月 15日（木） 定例会 環境フェア企画検討       （出席者９名） 

9月 21日 (木) 定例会 市民活動フェスティバル企画検討 （出席者７名） 

11月 16日（木） 定例会                 （出席者８名）  

1月 18日（水） 定例会 終了後新年懇親会        （出席者９名） 

3月 15日（木） 定例会                 （出席者７名）  

 

② 市主催イベントに参加 

浦安市主催のイベントに参加し、市民に対し地球温暖化防止をテーマに啓発。 

6月 25日（日） 浦安市環境フェア (新浦安駅前)  （ブース来場者３００名） 

・手回し電動カーレースの展示 

   ・温暖化防止啓発パネル展示と説明、関連パンフレット配布 

11月 11日  浦安市民活動フェスティバル（WAVE101）  （ブース来場者２００名） 

 ・パワー君（車輪型発電機 手回し）、ワットメーター（白熱電灯・蛍光灯・ＬＥＤのアンペア

表示）の展示及び体験 

・温暖化防止啓発パネル展示 

 

③ 環境問題研究会 

 テーマと進捗結果 メンバー 

会員持ち回り勉強会 会員持ち回りで、勉強会（自由テーマとし発表と質疑応答 

30分程度）を実施（発表者 敬称略） 

 ６月 『東西で異なる周波数・「電気の法律」雑学・IH

ク 

ッキングヒータの雑学・風力発電と景観』小川 

 ９月 『意識変容の視覚化について』大西 

 11月 『環境トランプ』広田、『うちエコ診断』松村 

1月 『環境白書を読む（SDGsについて）』川島 

 ３月 『地球温暖化防止ｺﾐｭﾆｹｰﾀ質疑応答虎の巻』松村 

 

アンケート調査 ・『ＩTを利用した浦安市民のエネルギー・環境意識調査』

の実施。「（特非）科学技術社会研究所」からの業務委託

事業。 回答者数 92人、内 24名にお礼品を贈呈。 

・当初計画の、集合住宅 LEDアンケートは実施せず 

大西・島野・ 

市坪・川島 

 

他団体と協働し ・市民大学環境講座のインストラクターを担当 川島・島野 
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温暖化対策を啓発 ・市民大学公開環境講座の開催協力 ・神尾 

浦安の温暖化評価 ・会員の桜マイ標本木の開花日観測 大西 

④ 市民大学公開環境講座の企画・実施   WAVE101大ホール 参加者 130名 

・『生物多様性異変』五箇公一氏 

・『心に木を植える』ＣＷニコル氏。 

   

⑤ ホームページの活用 

会活動の活性化のために、会員間の情報共有と会の活動成果を随時発信   

HP アドレス  http://ohnishi.ecnet.jp/dummy/OnBouUrayasu 

 

⑥ イオンイエローレシートキャンペーンに登録   

    10 月イオン新浦安店に登録申請 

    11 月から 2 月  レシート投函金額  497.152 円   

（イオン様より 5000 円ギフトカード  平成 30 年 4 月受領予定） 

 

⑦ その他  

・会員は各自で千葉県温暖化防止推進員登録を更新し、研修会に参加した。 

 ・市民大学オープンカレッジで温暖化防止うらやすの広報パンフレットを作成し配布した。   

 ・その他、会の目的を達成するための活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ohnishi.ecnet.jp/dummy/OnBouUrayasu
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第 2号議案 平成２９年度会計報告及び監査報告  

１．活動計算書（平成２9 年４月１日～平成 30 年３月３１日）           （単位：円） 

     科 目 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 増減(B-A) 摘     要 

Ⅰ経常収益     

  受取会費（年） 20,000 15,000 △5,000 @1,000 ×15 名 

  資料収入 6,000 ― △6,000  

調査受託収入   100,000   100,000        0 市民ｴﾈﾙｷﾞｰ環境意識調査受託収入 

 経常収益計  126,000 115,000 △11,000  

Ⅱ経常費用     

  調査受託費支出  100,000     58,446 △41,554 市民ｴﾈﾙｷﾞｰ環境意識調査受託費用 

  賃借料 960  0 △ 960  

  消耗品費 8,000 3,111 △4,889 環境ﾌｪｱ 1,675、市民活動ﾌｪｽ 718、その他 718 

  印刷費 8,000     0 △8,000  

  運送費 2,500       0  △2,500  

  通信費 20,000      0 △20,000  

  諸謝金 5,000    0 △5,000  

経常費用計 144,460    61,557 △82,903  

当期財産増減額  △18,460 53,443 71,903  

前期繰越正味財産額  42,968 42,968     0   

次期繰越正味財産額  24,508   96,411 71,903  

（次期調査用積立金） 0   41,554 41,554 市民ｴﾈﾙｷﾞｰ環境意識調査受託剰余金 

２．市民エネルギー環境意識調査活動計算書               （単位：円） 

 予算額   決算額 摘        要 

Ⅰ経常収益    

受託収入   100,000   100,000 市民ｴﾈﾙｷﾞｰ環境意識調査収入 

Ⅱ経常費用    

プロバイダー契約      

料 

  20,000    12,701 ﾄﾞﾒｲﾝ登録料 929、請求書発行手数料 324 

共用ｻｰﾊﾞｰ利用料＠1404×8回、振込料 216 

 インセンティブ費 35,000 26,928 ｸｵｶｰﾄﾞ、郵送用切手＠（1040＋82）×24名 

会議費 20,000 10,000   方針・検証等打合せ 

 事務用品購入費   5,000     8,817 ｱﾝｹｰﾄ広報用用紙代 873、ｸｵｶｰﾄﾞ封筒代 216 

ｱﾝｹｰﾄ用ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ代等 7728 

参考文献等購入費   5,000      0  

 予備費     7,000        0 講習会講師謝金 

 消費税 8,000    0  
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 経常費用計   100,000 58,446  

Ⅲ経常収支差額     0  41,554 ⇒ 余剰金 41,554円は次年度用に積み立てる   

３．貸借対照表（当期末平成３０年３月３１日;  前期末平成２９年３月３１日）   （単位：円） 

科 目 当期末(A) 前期末(B) 増減(A-B) 摘     要 

Ⅰ資産の部     

現金     0       0     0  

普通預金 96,411    42,968   53,443 内、次期調査関連積立金 41,554 

資産合計     96,411    42,968   53,443  

Ⅱ負債の部              

 負債合計          0         0        0  

Ⅲ正味資産の部     

前期繰越正味財産額 42,968 31533  11,435  

当期正味財産増加額 53,443   11,435 42,008  

正味資産合計 96,411  42,968 53,443 内、次期調査関連積立金 41,554 

負債・正味財産合計 96,411   42,968 53,443  

                                  会計担当：市坪 宏 

 

会計監査報告書 

 平成 29 年度「温暖化防止うらやす」の決算にあたり、会計監査を実施した結果、諸帳簿並びに現金及 

び預金の収支は適正に処理されており、計数的な過りは認められなかったので、「温暖化防止うらやす」

会則第６条５項に基づき適正でありましたことを報告します。 

平成３０年４月２３日               監事：杉村 直 
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第 3号議案 平成３０年度事業計画   

 （年度方針） 

浦安市主催イベント他で、活動成果を踏まえて市民への啓発活動を行う。 

  会の継続的活動基盤を維持するために、既存会員及び新規会員による会運営を図る。 

 

【活動計画】 

① 定例会 5・7・9・11・1・3月 

定例会で活動等の運営検討・報告および情報交換により会の目的の推進を行う。 

会員持ち回りで、勉強会（自由テーマとし発表と質疑応答 30分程度）を実施する。 

発表者は各例会で次回発表者を決定する  

 

② 環境問題研究会活動 

・会員は、「環境問題研究会（分科会）」に参加する（複数以上への加入も可、随時受付） 

・研究会テーマは①温暖化防止、②広義の環境課題のいずれも可とし、テーマ賛同者が共同で 

研究し、結果を定例会で報告する。 

 例）環境学習ツールの作成、環境家計簿の推進、桜の開花日観察・・・・ 

・新テーマの提案や、分科会会員登録は、定例会で報告し、会として状況・進捗把握を行う。 

・研究成果を実活動に移す場合は、会全体で協力を行う。 

 

「環境問題研究会 (分科会）」の運営             

各環境問題研究会（分科会） テーマ リーダー 

メンバー 

アンケート他による調査 ・『ＩT を利用した浦安市民のエネルギー・環境意識

調査（Ⅱ）IT活用による市民の環境意識アンケート』

の実施 

特非科学技術社会研究所」より業務委託 

・アンケート結果の広報 

大西・島野 

市坪・川島 

環境学習ツールの作成 ・小学校他に向けた環境学習プログラム等の作成 

・公民館他で環境啓発プログラムを働きかけ実施 

 

島野・広田 

川島・神尾 

浦安の温暖化評価 ・浦安の温暖化観測データの集計 大西・全員 

環境家計簿の普及 ・会員実施で課題発見と解決をはかり、イベントなど

で市民への提案普及を目指し、特に女性団体への働

きかけを行う 

團 

他団体と協働し ・市民大学公開講座企画・運営の協力 川島・島野 
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温暖化対策を啓発 

 

 

③ イベントへの参加 

浦安市環境フェア・市民活動フェスティバル等への参加を通じ、市民への地球温暖化啓発を行う。 

特に、29年度実施の 

 

④ ホームページにより、会員間の情報共有化及び市民への情報発信 

会員は、情報共有化充実のため『ＷＥＢ管理規定』を順守し、積極的に情報提供を行う。 

市民への発信力を高めるため、定例会での勉強会、環境問題研究会の成果をWEBに掲載する。 

・運営管理者：大西・川島・広田 

 

⑤ その他 

・会員は千葉県温暖化防止推進員登録を更新し、勉強会などに参加する。 

・浦安市役所環境部門、うらやす市民大学、市内環境保全団体等と協働し市民啓発を行う。 

・イオンイエローレシートキャンペーン登録継続 

  ・市民啓発及び会員入会勧誘のため、『温暖化防止うらやすの広報パンフレット』を作成しイベント

などで配布する。 

   ・その他、会の目的を達成するための活動を行う。 
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第 4号議案 平成 30年度予算（案） 

平成３０年度活動予算書（案）                     （単位：円） 

 予算額 摘   要 前年度予算額 

Ⅰ経常収益    

  受取会費（年） 20,000 ＠1,000ｘ20名     20,000 

  資料収入 6,000 講習会ﾃｷｽﾄ代        6,000     

  調査受託収入   120,000 市民ｴﾈﾙｷﾞｰ環境意識調査収入     100,000        

  その他収益    5,000 ｲｵﾝｷﾞﾌﾄｶｰﾄﾞ（黄色いﾚｼｰﾄ）受贈    0 

 経常収益計 151,000    126,000 

Ⅱ経常費用    

    調査受託費支出  120,000 市民ｴﾈﾙｷﾞｰ環境意識調査諸費用    100,000 

  賃借料     960 ＠480ｘ2回         960 

  消耗品費 8,000 ｲﾍﾞﾝﾄ出展 2回        8,000 

  印刷費 8,000 講習会資料印刷        8,000 

  運送費   2,500 ｲﾍﾞﾝﾄ資料送付代    2,500 

  通信費    集合住宅省ｴﾈ実態調査郵送費等      20,000 

  諸謝金       5,000 講習会講師謝金        5,000 

  その他費用  5,000 ｲｵﾝｷﾞﾌﾄｶｰﾄﾞ対応費用      0 

 経常費用計 149,460      144,460 

当期正味財産増減額 1,540     △18,460 

前期繰越正味財産額    96,411       42,968 

次期繰越正味財産額      97,951        24,508 
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第 5号議案 その他   

 

① 役員選任の件 

 

平成３０年度役員 

代表    川島 謙治 

 

副代表   島野 圭司 

 

事務局長   広田 由紀江 

 

会計担当   市坪  宏 

 

監事       杉村 直 

 

 

② 平成３０年度スケジュール     

 

 例会 イベント等（予定） 環境問題研究会 

4月   テーマ毎に分科会を随時 

5月 ５/17 29年度総会 総会懇親会・環境フェア企画 開催し成果を例会で報告。 

6月  6/9 浦安市多文化共生・環

境フェア 

 

7月 7/19 7月度例会   

8月    

9月 9/21 9月度例会   

10月  市民活動フェスティバル企画  

11月 11/16 11月度例会   

12月    

1月 1/18  1月度例会  新年懇親会  

2月    

3月 3/15 3月度例会   

原則 開催月の第 3 木曜日  15:00～16:50 市民活動センター 
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「温暖化防止うらやす」会則  

  

（名称、事務局）  

第 1 条 この会は、「温暖化防止うらやす」 （以下、本会）と称し、事務局を事務局長宅に おく。  

(目的） 

第 2 条 本会は、浦安市地域における地球温暖化防止活動に関し、地方自治体、各種団体、企業、市民

な 

どとの連携により、その推進と普及を図ることを目的とする。  

（会員） 

第 3 条 本会の会員は、第 2 条の目的に賛同する浦安市在住の千葉県温暖化防止活動推進員ならびに 

浦安市に在住する者で構成する。 

第 4 条 入会または退会を希望する者は、事務局長に申し込むものとし、定例会の承認を得て、入退会

を認める。  

（役員）  

第 5 条 本会に次の役員をおく。      

１．代表 １名       

 ２．副代表 １～２名 （兼務可）       

 ３．事務局長 １名  （兼務可）         

４．会計担当 １名  （兼務可）        

５．監事 １名       

６．特別職 （随時若干名）  

第 6 条 役員は、次の職務を担当する。       

 １．代表は、会務を統括し、本会を代表する。       

２．副代表は、代表を補佐し、代表不在時はその職務を代行する。        

３．事務局長は、本会に関する事務全般を行う。        

４．会計担当は、本会に関する会計事務全般を行う。       

 ５．監事は、会の業務および財産の状況を監査する。        

６．特別職は、必要時に顧問等として有識者に依頼するものであり、本会の 目的達成のために

補助、助言する。  

第 7 条 役員は、総会により任免される。  

第 8 条 役員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。  

（活動）  

第 9 条 本会は、第 2 条の目的達成のために、以下の活動を行う。       

 １．浦安市民としての地球温暖化防止活動       

 ２．地球温暖化防止についての啓発、自己研修、調査、および研究       
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 ３．市民、市民団体、企業、行政などに対しての提案、提言  

     ４．学習会、講師派遣、出前講座、および展示等の実践活動     

   ５．目的達成に関する広報活動    

   ６．その他、目的達成に必要な活動  

（会計年度）  

第 10 条 本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。  

（総会）  

第 11 条 本会の最高意思決定機関である「総会」は、年 1 回代表の招集により、会計年度 終了後 2 ヵ

月以内に開催し、次の事項を審議、決定する。        

１．事業計画および予算        

２．事業報告、決算および会計監査報告        

３．役員の選任および解任        

４．その他、会の運営に関する重要事項 第 12条 総会は、会員の過半数の出席で成立し、同数

のときは議長の決するところとする。       

やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、 （電子メールを含む）委任状を提出する

ことができる。委任状提出会員は、総会に出席したものとみなす。 

（定例会） 

 第 13 条 全会員で構成する定例会は、原則として 1 ヵ月に 1 回開催する。本会の運営にかかる諸事

項はすべて、あらかじめ、定例会の検討、審議を経るものとする。 

 第 14 条 定例会における議決事項は、次にかかげる事項とし、議事は出席会員の過半数をもって決し、

賛否同数の場合は議長の決するところとする。        

１．あらかじめ通知した事項        

２．会員による（電子メールを含む）提案事項  

（会費等）  

第 15 条 本会を運営するための経費は、会費、およびその他の収入をもって充てる。       

第 16 条 本会の会費は、年会費 1,000 円とし、原則として各年の 4 月末日までに納入するものとする。

本会を運営するための経費に不足が生じる場合は、総会、定例会で 検討、審議を経て、臨時に

会費を徴収することを決定する。  

（会計規程） 

 第 17条 本会の会計は、別途定めた「温暖化防止うらやす」会計規程を適用する。  

（規定の改廃）  

第 18条 この規定を改廃する場合は、事務局長の提案に基づいて総会の決裁を受けなければならない。  

  

[付則]      

（ア）本会則の施行上必要となる細則は、定例会で決定する。    

（イ）平成 19 年 7 月 3 日施行  

      平成 24 年 4 月 1 日改正    

      平成 25 年 5 月 2 日改正    
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     平成 26 年 5 月 1 日改正 


